
自然公園法
（昭和３２．６．１）最近改正 平成２６．６．１３ 法６９号

１．特別地域内における建築行為等の制限
（１）特別地域（法第２０条第１項）

特別地域とは、環境大臣が国立公園について、都道府県知事が国定公園について、その風致を維持するため、公

園計画（国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画で環境大臣が決定するもの）に

基づいて、その区域（海域を除く。）内に指定した区域をいいます。

（２）制限の内容（法第２０条第３項）

国立公園又は国定公園内の特別地域（特別保護地区を除く。）内において、次の行為をしようとする者は、国立

公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければなりません。

Ⅰ 工作物の新築、改築又は増築

Ⅱ 木竹の伐採

Ⅲ 鉱物の掘採又は土石の採取 など

【適用除外】

Ⅰ 届出を要する行為（法第２０条第６項、第７項）

（a）特別地域が指定され、又はその区域が変更された際、既に着手していた行為

（b）非常災害のために必要な応急措置として行う行為 など

Ⅱ 許可及び届出を要しない行為（法第２０条第９項）

（a）公園事業の執行として行う行為

（b）認定生態系維持回復事業等として行う一定の行為

（c）風景地保護協定に基づいて風景地保護協定区域内で行う一定の行為

（d）通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で環境省令で定めるもの など

（３）確認方法

特別地域の指定は、国立公園についてはその区域が官報（国定公園については都道府県の公報）で公示されるの

でこれを確認します。

また、その区域を表示した図面を、都道府県又は市町村の担当部局、事務所において閲覧することができます。

２．特別保護地区内における建築行為等の制限
（１）特別保護地区（法第２１条第１項）

特別保護地区とは、環境大臣が国立公園について、都道府県知事が国定公園について、その景観を維持するため、

とくに必要があるとして、公園計画に基づいて特別地域内に指定した地区をいいます。

（２）制限の内容（法第２１条第３項）

国立公園又は国定公園内の特別保護地区内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大

臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければなりません。

Ⅰ 特別地域内において許可を受けなければならない行為

Ⅱ Ⅰのほか、木竹の損傷植栽、家畜の放牧、屋外における物の集積や貯蔵、火入れ又はたき火 など

【適用除外】

Ⅰ 届出を要する行為（法第２１条第６項、第７項）

（a）特別保護地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

（b）非常災害のために必要な応急措置として行う行為 など

Ⅱ 届出を要しない行為（法第２１条第８項）

（a）公園事業の執行として行う行為
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（b）通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で環境省令で定めるもの など

（３）確認方法

特別地域の場合と同じです。

３．海域公園地区内における建築行為等の制限
（１）海域公園地区（法第２２条第１項）

海域公園地区とは、環境大臣が国立公園について、都道府県知事が国定公園について、その公園の海域の景観を

維持するため、公園計画に基づいてその区域の海域内に指定した地区をいいます。

（２）制限の内容（法第２２条第３項）

国立公園又は国定公園内の海面内の海域公園地区内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあって

は環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければなりません。

Ⅰ 工作物の新築、改築又は増築

Ⅱ 海面の埋立て又は干拓

Ⅲ 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出する行為 など

【適用除外】

Ⅰ 届出を要する場合（法第２２条第６項、第７項）

（a）海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

（b）非常災害のために必要な応急措置として行う行為

Ⅱ 届出を要しない場合（法第２２条第８項）

（a）公園事業の執行として行う行為

（b）認定生態系維持回復事業等として行う行為

（c）通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で環境省令で定めるもの

（３）確認方法

特別地域の場合と同じ方法により確認できます。

４．普通地域内における建築行為等の制限
（１）普通地域

普通地域とは、国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域をいいます。

（２）制限の内容（法第３３条第１項）

国立公園又は国定公園内の普通地域内において、次の行為をしようとする者は、国立公園にあっては環境大臣の、

国定公園にあっては都道府県知事に対し、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日等の事項を届け出なければな

りません。

Ⅰ 一定の基準（建築物は高さ１３m又は延べ面積１，０００㎡、別荘地の用に供する道路は幅員２m等）を超える

工作物の新築、改築又は増築（増改築の規模が一定基準を超える場合の増築又は改築を含む。）

Ⅱ 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

Ⅲ 土地の形状の変更 など

【適用除外】（法第３３条第７項）

Ⅰ 公園事業の執行として行う行為

! 認定生態系維持回復事業等として行う行為

Ⅲ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって次に掲げるような行為

（a）宅地内の池沼等の埋立て

（b）宅地内の鉱物の掘採又は土石の採取
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（c）宅地内の土地の形状の変更

Ⅳ 国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行

為

Ⅴ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

（３）確認方法

特別地域の場合と同じです。

５．風景地保護協定の効力の承継効
（１）風景地保護協定（法第４３条）

環境大臣、地方公共団体又は公園管理団体で、風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行う

ものは、国立公園又は国定公園の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域（海域を

除く。）内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者と風景地保護協定を締結して、当

該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができます。

風景地保護協定には、区域、管理の方法、必要とされる施設の整備事項、協定の有効期間、協定に違反した場合

の措置等が定められます。

（２）制限の内容（法第４８条）

環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結したときは、その旨を公告することとされ

ています。この公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の

所有者等となった者に対しても、その効力があります。

６．都道府県立自然公園の区域内における建築行為等の制限（法第７３条第１項）
都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するため、その区域内に特別地域を

指定することができます。

都道府県立自然公園内の特別地域又はその他の区域内において、工作物の新築や土地の形状の変更等の行為をし

ようとする者は、その都道府県の条例によって、国立公園又は国定公園における特別地域又は普通地域における行

為に対する規制の範囲内で必要なものの規制を受けることがあります。
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